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敎
訓
的
故
事
集

序
言

北
京
大
學
藏
西
漢
竹
書
（
以
下
、
北
大
漢
簡
）
と
は
、
海
外
に
流
出
し
た
竹
簡

を
關
係
者
が
買
い
取
り
、
二
〇
〇
九
年
一
月
に
北
京
大
學
に
寄
贈
し
た
も
の
で
あ

る
。
竹
簡
の
總
數
は
三
三
四
六
枚
、
そ
の
內
容
は
、
六
藝
類
、
諸
子
類
、
詩
賦
類
、

兵
書
類
、
數
術
類
、
方
術
類
と
多
岐
に
涉
る
。
二
〇
一
二
年
一
二
月
に
ま
ず
『
老

子
』
が
『
北
京
大
學
藏
西
漢
竹
書
（
貮
）』（
北
京
大
學
出
土
文
獻
硏
究
所
編
、
上

海
古
籍
出
版
社
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
、
陸
續
と
公
開
が
進
ん
で
い
る
。

二
〇
一
五
年
九
月
に
出
版
さ
れ
た
『
北
京
大
學
藏
西
漢
竹
書
（

）』（
北
京
大

學
出
土
文
獻
硏
究
所
編
、上
海
古
籍
出
版
社
）
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
『
周
馴
』
は
、

戰
國
時
代
の
周
の
昭
文
公
の
共
太
子
に
對
す
る
訓
戒
が
記
さ
れ
た
文
獻
で
あ
る
。

整
理
者
は
本
篇
に
つ
い
て
、『
漢
書
』
藝
文
志
・
道
家
類
の
『
周
訓
』
十
四
章
で

あ
り
、
そ
の
思
想
的
特
徵
は
戰
國
時
代
後
期
か
ら
漢
代
初
期
に
流
行
し
た
道
家
の

黃
老
學
派
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、先
行
硏
究
で
す
で
に
竹
簡
本『
周

馴
』
と
『
漢
書
』
に
見
え
る
道
家
類
の
『
周
訓
』
と
は
同
一
文
獻
で
は
な
い
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
、『
周
馴
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
詩
』
の
内
容
を
中
心

に
檢
討
し
、
そ
の
思
想
的
傾
向
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
、
北
大
漢
簡
『
周
馴
』
の
基
礎
情
報

以
下
、『
周
馴
』
の
整
理
者
に
よ
る
「
說
明
」
に
從
っ
て
、
本
篇
の
基
礎
情
報

を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

整
理
者
は
、北
京
大
學
出
土
文
獻
硏
究
所
の
韓
巍
氏
。
竹
簡
は
現
存
二
一
一
枚
、

完
整
簡
は
二
〇
六
枚
（
綴
合
さ
れ
た
も
の
も
含
む
）、
殘
簡
五
枚
。
別
に
六
枚
の

殘
簡
が
あ
り
、
書
體
が
『
周
馴
』
に
屬
す
る
と
見
ら
れ
る
た
め
、
暫
定
的
に
『
周

馴
』
の
篇
末
に
置
か
れ
て
い
る
。
完
簡
の
長
さ
は
三
〇
・
二
〜
三
〇
・
五
㎝
、
幅

〇
・
八
㎝
。
三
道
編
で
、
契
口
が
あ
る
。
毎
簡
二
四
〜
二
八
字
が
筆
寫
さ
れ
て
お

り
、
第
二
一
一
簡
の
本
文
の
下
に
は
「
大
凡
六
千
」
の
四
字
が
書
か
れ
て
い
る
。

た
だ
し
こ
の
四
字
は
本
文
の
書
體
と
異
な
る
た
め
、
竹
書
の
使
用
者
が
加
え
た
も

の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
現
存
の
總
字
數
は
約
五
〇
〇
〇
字
で
、
一
〇
〇
〇
字
近

く
が
失
わ
れ
て
お
り
、
元
々
の
竹
簡
の
枚
數
は
約
二
五
〇
枚
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

北
大
漢
簡
『
周
馴
』
の
思
想
史
的
硏
究

―
『
詩
』
の
引
用
を
中
心
に

―

草　
　

野　
　

友　
　

子
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史
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三
四

れ
て
い
る
。
第
三
簡
の
背
面
に
は
「
周
馴
」
の
二
字
が
あ
り
、
本
文
の
書
體
と
一

致
す
る
こ
と
か
ら
、
抄
寫
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
篇
題
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

本
篇
は
傳
世
文
獻
に
は
見
え
な
い
內
容
で
あ
り
、「
周
昭
文
公
」（
戰
國
中
期
の

東
周
の
君
）
が
「

（
共
）
大
子
」（
共
太
子
）
に
訓
戒
す
る
と
い
う
形
式
で
、堯
・

舜
・
禹
か
ら
戰
國
中
期
に
至
る
ま
で
の
歷
史
故
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
全
體
は

十
四
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
冒
頭
に
墨
點
「
・
」
が
附
さ
れ
た
上

で
、「
維
歲
○
月
更
旦
之
日
、
共
大
子
朝
、
周
昭
文
公
自
身
貳
（
敕
）
之
、
用
玆

念
也
。
曰
」（
更
旦
と
は
毎
月
初
一
の
朔
日
、「
○
」
に
は
月
の
數
字
が
入
る
）
と

始
ま
り
、
末
尾
は
「
已
學
（
敎
）、
大
子
用
玆
念
、
斯
乃
受
（
授
）
之
書
、
而
曰

自
身
屬
（
囑
）
之
曰
、
女
（
汝
）
勉
毋
忘
歲
正
月
更
旦
之
馴
（
訓
）」
と
締
め
括

ら
れ
て
い
る
。
本
篇
に
つ
い
て
整
理
者
は
、『
漢
書
』
藝
文
志
・
道
家
類
の
『
周
訓
』

十
四
篇
で
あ
り
、「
黃
老
」
學
派
の
文
獻
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
見

解
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る（

1
）。

二
、『
周
馴
』
引
『
詩
』
の
檢
討

本
論
で
は
、『
周
馴
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
詩
』
に
注
目
し
た
い
。
整
理
者
は
、

『
周
馴
』
が
引
用
す
る
『
詩
』
は
、
戰
國
時
代
以
前
に
す
で
に
定
型
と
な
っ
て
い

た
『
詩
經
』
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。『
周
馴
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
詩
』

は
ほ
と
ん
ど
が
「
毛
詩
」
で
あ
り
、
黃
老
道
家
文
獻
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
周
馴
』
が
引
用
す
る
『
詩
』
に
は
具
體
的
な
故
事
の
對
應
が
あ
り
、
こ

れ
は
戰
國
時
代
後
期
か
ら
漢
代
の
儒
家
が
『
詩
經
』
を
引
用
し
て
說
く
際
に
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
方
式
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
、『
周
馴
』
に
お
い
て
『
詩
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
を
そ

れ
ぞ
れ
檢
討
し
て
い
き
た
い
。
便
宜
上
、
章
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
（
1
）（
2
）

…
…
と
番
号
を
附
す
。【　

】
内
の
算
用
數
字
は
竹
簡
番
号
、（　

）
內
は
釋
讀
後

の
文
字
、﹇　

﹈
內
は
竹
簡
欠
損
部
分
の
文
字
を
整
理
者
が
補
っ
た
箇
所
、〈　

〉

は
直
前
の
文
字
が
誤
寫
で
そ
の
正
し
い
文
字
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
檢

討
對
象
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、『
詩
』
の
引
用
部
分
は
傍
線
―
で
示
し
、（
1
）

に
頻
出
す
る
「
爲
人
君
者
」「
爲
人
君
」
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
を
用
い
て
い
る
。

（
1
）「
正
月
」
章

・
維
歲
正
月
更
旦
之
日
、
共
大
子
朝
、
周
昭
文
公
自
身
貳
（
敕
）
之
、
用
玆
念

也
。【
1
】
曰
、
爲
人
君
者
、
賞
罰
不
可
以
不
當
、
賞
罰
不
當
則
毋
以
使
民
。

爲
人
君
【
2
】
者
、
決
獄
不
可
以
不
正
、
不
正
則
善
人
怠
善
、
而
姦
人
勸
姦
。

故
國
德
君
正
曰
【
3
】「
聖
」、
官
正
曰
「
敬
」、
此
治
民
之
道
也
。
爲
人
君
者
、

不
可
以
輕
言
、
輕
言
則
多
失
、
多
失
則
【
4
】
多
悔
。
故
彭
祖
曰
「
戒
之
戒
之
、

言
不
可
追
」、
此
之
謂

。
爲
人
君
者
、
不
可
以
言
【
5
】
不
智
、
言
不
智
則

是
自
窮
也
。
處
上
立
（
位
）
而
數
自
窮
也
、
其
何
以
正
下
。
爲
人
君
者
、【
6
】

不
可
以
盡
請
（
情
）
於
其
臣
、盡
請
（
情
）
於
其
臣
、將
何
以
君
人
。
爲
人
君
者
、

不
可
以
大
穀
（
愨
）、
穀
（
愨
）
則
大
【
7
】
信
人
、
大
信
人
則
可
皇
（
誑
）、

可
誑
則
可
奪
。
諺
曰
、「

之
恃
而

是
失
。」
以
諺
正
之
、
則
守
國
【
8
】

…
…
不
達
、
不
達
則
氣
不
治
、
氣
不
治
則
放
（
妨
）
於
壽
。
爲
人
君
者
、
不
可

以
大
酒
、
大
酒
則
大
芒
（
荒
）、
主
大
【
9
】
芒
（
荒
）
而
臣
不
芒
（
荒
）
者
、

國
非
其
國
已
。
故
『
詩
』
曰
「
耿
耿
不
寐
、
如
有
隱
憂
」、
此
之
謂
【
10
】
也
。

爲
人
君
者
、
不
可
以
不
好
聽
、
不
好
聽
則
毋
從
智
（
知
）
之
請
（
情
）、
故
必

聽
而
勿
聞
【
11
】、
智
（
知
）
而
默
前
。
此
諺
之
所
謂
曰
「
不
狂
不
聾
、
不
能
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爲
人
公
」
者
也
。
故
『
書
』
曰
【
12
】「
大
智
似
狂
」、其
此
之
謂
乎
。
爲
人
君
者
、

不
可
以
信
讒
、
信
讒
則
苛
民
、
苛
民
則
正
（
政
）
乳
（
亂
）【
13
】、
正
（
政
）

乳
（
亂
）
則
民
移
、
民
移
則
國
空
虛
、
國
空
虛
而
城
不
守
。
主
欲
毋
危
、
其
得

已
乎
。
故
『
書
』
曰
「
失
之
【
14
】
於
本
、不
可
反
（
返
）
於
末
」、此
之
謂
乎
。

爲
人
君
者
、
喜
怒
不
可
以
還
（
旋
）
發
之
於
【
15
】
前
。
有
所
唯
、
未
可
以
還

（
旋
）
唯
之
、有
所
非
、未
可
以
還
（
旋
）
非
之
。
穆
穆
乎
。
賢
主
之
【
16
】
心
、

如
臨
深
淵
、
其
誰
能
極
之
。
故
『
詩
』
曰
、「
戰
戰
淩
淩
（
兢
兢
）、
如
臨
深
淵
、

如
履
薄
冰
。」
夫
【
17
】
君
人
者
將
如
臨
深
淵
、
而
臣
人
者
將
如
履
薄
冰
。
此

諺
之
所
謂
曰
「
爲
【
18
】
主
不
易
、爲
臣
不
易
」
者
也
。
夫
爲
人
君
而
有
所
唯
、

則
還
（
旋
）
唯
之
、
則
所
唯
【
19
】
者
、
其
庸
必
唯

。
有
所
非
、
則
還
（
旋
）

非
之
、則
所
非
者
、其
庸
必
非
乎
。
故
爲
【
20
】
人
君
而
是
非
不
當
、則
爲
不
明
。

爲
上
而
不
明
、
其
下
將
代
之
。
故
『
詩
』
曰
【
21
】「
敬
之
敬
之
、
天
度
定
之
」、

此
之
謂
也
。
爲
人
君
者
、
不
可
以
通
其
羣
臣
之
言
、
通
其
羣
臣
之
﹇
言
﹈、
則

【
22
】
臣
相
智
（
知
）
情
、
臣
相
智
（
知
）
情
則
不
和
、
不
和
則
乳
（
亂
）
主
、

乳
（
亂
）
主
則
主
危
。
故
『
書
』
曰
、「
周
之
密
之
、
重
之
閉
之
【
23
】、
福
則

存
矣
。」
此
爲
人
君
者
所
謹
愼
也
。
已
學
（
敎
）、
大
子
用
玆
念
、
欺
〈
斯
〉
乃

受
（
授
）
之
【
24
】
書
、
而
曰
自
身
屬
（
囑
）
之
曰
、
女
（
汝
）
勉
毋
忘
歲
正

月
更
旦
之
馴
（
訓
）。【
25
】

・
維こ

の
歲
正
月
更
旦
の
日
、
共
大
子
朝
し
、
周
の
昭
文
公
自み
ず
か身
ら
之
を

敕
す
る
に
、
玆こ

こ

を
用も
っ

て
念お
も

う
な
り
。
曰
く
、
人
君
爲た

る
者
、
賞
罰
以
て
當

た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
賞
罰
當
た
ら
ざ
れ
ば
則
ち
以
て
民
を
使
う
る
毋
か

れ
。
人
君
爲
る
者
、
決
獄
以
て
正
し
か
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
正
し
か
ら
ざ

れ
ば
則
ち
善
人 

善
を
怠
り
て
、
姦
人 

姦
を
勸
む
。
故
に
國
の
德
君
正
し

き
を
「
聖
」
と
曰
い
、
官
正
し
き
を
「
敬
」
と
曰
う
は
、
此
れ
民
を
治
む

る
の
道
な
り
。
人
君
爲
る
者
、
以
て
言
を
輕
ん
ず
べ
か
ら
ず
、
言
を
輕
ろ

ん
ず
れ
ば
則
ち
失
多
く
、
失
多
け
れ
ば
則
ち
悔
多
し
。
故
に
彭
祖
「
之
を

戒
め
よ
之
を
戒
め
よ
、
言 

追
う
べ
か
ら
ず
」
と
曰
う
は
、
此こ

れ
を
之こ
れ 

謂

う
か
。
人
君
爲
る
者
、
以
て
不
智
を
言
う
べ
か
ら
ず
、
不
智
を
言
え
ば
則

ち
是
れ
自
ら
窮
ま
る
な
り
。
上
位
に
處
り
て
數し

ば

し
ば
自
ら
窮
ま
る
や
、
其

れ
何
を
以
て
下
を
正
し
く
せ
ん
。
人
君
爲
る
者
、
以
て
情
を
其
の
臣
に
盡

く
す
べ
か
ら
ず
、
情
を
其
の
臣
に
盡
く
せ
ば
、
將
に
何
を
以
て
人
に
君
た

ら
ん
と
せ
ん
。
人
君
爲
る
者
、
以
て
大
い
に
愨ま

こ
とに
す
べ
か
ら
ず
、
愨
に
す

れ
ば
則
ち
大
い
に
人
を
信
じ
、
大
い
に
人
を
信
じ
れ
ば
則
ち
誑あ
ざ
むく
べ
し
、

誑
く
べ
く
ん
ば
則
ち
奪
う
べ
し
。
諺
に
曰
く
、「

之
れ
恃た
の

み
て

是
れ

失
あ
り
」
と
。
諺
を
以
て
之
を
正
し
く
す
れ
ば
、
則
ち
國
を
守
り
…
…
達

せ
ず
、
達
せ
ざ
れ
ば
則
ち
氣
治
ま
ら
ず
、
氣
治
ま
ら
ざ
れ
ば
則
ち
壽
を
妨

ぐ
。
人
君
爲
る
者
、
以
て
大
い
に
酒
の
む
べ
か
ら
ず
、
大
い
に
酒
の
め
ば

則
ち
大
い
に
荒
れ
、
主
大
い
に
荒
れ
て
臣
荒
れ
ざ
る
は
、
國 

其
の
國
を

非そ
し

る
の
み
。
故
に
『
詩
』
に
「
耿こ

う

耿こ
う

と
し
て
寐い

ね
ら
れ
ず
、
如し

か

し
て
隱い

ん

憂ゆ
う

有
り
」
と
曰
う
は
、
此
れ
を
之 

謂
う
な
り
。
人
君
爲
る
者
、
以
て
聽
く

を
好
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
、聽
く
を
好
ま
ざ
れ
ば
則
ち
知
の
情
に
從
う
毋
く
、

故
に
必
ず
聽
き
て
聞
か
ず
、
知
り
て
前
に
黙
す
。
此
れ
諺
の
所い

わ
ゆ
る謂
「
狂
せ

ず
聾
せ
ざ
る
は
、
人
の
公
と
爲
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
曰
う
者
な
り
。
故
に

『
書
』
に
「
大
智
は
狂
に
似
た
り
」
と
曰
う
は
、
其
れ
此
れ
を
之 

謂
う
か
。

人
君
爲
る
者
、
以
て
讒
を
信
ず
べ
か
ら
ず
、
讒
を
信
じ
れ
ば
則
ち
民
を
苛

し
、
民
を
苛
す
れ
ば
則
ち
政
亂
れ
、
政
亂
る
れ
ば
則
ち
民
移
り
、
民
移
れ
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ば
則
ち
國 

空
虛
な
り
、
國 

空
虛
に
し
て
城
守
れ
ず
。
主 

危
う
き
こ
と
毋

か
ら
ん
と
欲
す
る
は
、
其
れ
得
る
の
み
か
。
故
に
『
書
』
に
「
之
を
本
に

失
い
、
末
に
返
す
べ
か
ら
ず
」
と
曰
う
は
、
此
れ
を
之 

謂
う
か
。
人
君

爲
る
者
、
喜
怒
す
る
に
以
て
旋た
だ

ち
に
之
を
前
に
發
す
べ
か
ら
ず
。
唯
い
う

所
有
る
も
、
未
だ
以
て
旋
ち
に
之
に
唯
い
う
べ
か
ら
ず
、
非
い
う
所
有
る

も
、
未
だ
以
て
旋
ち
に
之
に
非
い
う
べ
か
ら
ず
。
穆
穆
た
ら
ん
や
。
賢
主

の
心
、深
淵
に
臨
む
が
如
き
は
、其
れ
誰
か
能
く
之
を
極
め
ん
。
故
に『
詩
』

に
曰
く
、「
戰
戰
兢
兢
と
し
て
、
深
淵
に
臨
む
が
如
く
、
薄
冰
を
履
む
が

如
し
」
と
。
夫
れ
人
に
君
た
る
者
は
將
に
深
淵
に
臨
む
が
如
く
せ
ん
と
し

て
、
人
に
臣
た
る
者
は
將
に
薄
冰
を
履
む
が
如
く
せ
ん
と
す
。
此
れ
諺
の

所
謂
「
主
と
爲
る
に
易や

す

か
ら
ず
、
臣
と
爲
る
に
易
か
ら
ず
」
と
曰
う
者
な

り
。
夫
れ
人
君
爲
り
て
唯
い
う
所
有
れ
ば
、
則
ち
旋
ち
に
之
に
唯
い
い
、

則
ち
唯
い
う
所
の
者
は
、
其
れ
庸な

ん

ぞ
必
ず
唯
い
わ
ん
や
。
非
い
う
所
有
れ

ば
、
則
ち
旋
ち
に
之
に
非
い
い
、
則
ち
非
い
う
所
の
者
は
、
其
れ
庸
ぞ
必

ず
非
い
わ
ん
や
。
故
に
人
君
爲
り
て
是
非
不
當
な
れ
ば
、
則
ち
明
ら
か
な

ら
ざ
る
を
爲
す
。
上
を
爲
し
て
明
ら
か
な
ら
ざ
る
は
、
其
の
下 
將
に
之

に
代
わ
ら
ん
と
す
。
故
に
『
詩
』
に
「
之
を
敬
し
之
を
敬
す
、
天
度は

か

り
て

之
を
定
む
」
と
曰
う
は
、
此
れ
を
之 

謂
う
な
り
。
人
君
爲
る
者
、
以
て

其
の
羣
臣
の
言
に
通
ず
べ
か
ら
ず
、
其
の
羣
臣
﹇
の
言
﹈
に
通
ず
れ
ば
、

則
ち
臣
相あ

い

情
を
知
り
、
臣
相
情
を
知
れ
ば
則
ち
和
せ
ず
、
和
せ
ざ
れ
ば
則

ち
主
を
亂
し
、
主
を
亂
せ
ば
則
ち
主
危
う
し
。
故
に
『
書
』
に
曰
く
、「
之

を
周
し
之
を
密
し
、
之
を
重
し
之
を
閉
し
、
福
則
ち
存
す
」
と
。
此
れ
人

君
爲
る
者
の
謹
愼
す
る
所
な
り
。
已
に
敎
え
、
大
子 

玆
を
用
て
念
い
、

斯す
な
わ乃
ち
之
に
書
を
授
け
、
而
し
て
曰
（
※
衍
字
）
自
身
ら
之
に
囑
し
て
曰

く
、
汝 

勉
め
て
歲
正
月
更
旦
の
訓
を
忘
る
る
こ
と
毋
か
れ
、
と
。

本
章
で
は
、「
人
君
爲
る
者
」
と
し
て
、
人
の
上
に
立
ち
、
國
を
治
め
る
君
た

る
者
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
賞
罰
が
不
當
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
訴
訟
の
判
決
に
不
正
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、

言
を
輕
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
不
智
で
あ
る
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、

臣
下
に
情
を
盡
く
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
人
に
對
し
て
誠
實
す
ぎ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
、
壽
を
妨
げ
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
酒
を
飮
み
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
こ
と
、

よ
く
傾
聽
す
べ
き
こ
と
、
讒
言
を
信
じ
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
喜
ん
だ
り
怒
っ
た

り
し
て
い
る
と
き
に
率
先
し
て
發
言
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
羣
臣
の
言
に
通
じ

る
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
章
で
引
用
さ
れ
て
い
る
『
詩
』
に
つ
い
て
檢
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
第
一
に
、『
詩
經
』

風
・
柏
舟
の
「
耿
耿
不
寐
、
如
有
隱
憂
」
が
引

用
さ
れ
て
い
る
。

汎
彼
柏
舟
、
亦
汎
其
流
。
耿
耿
不
寐
、
如
有
隱
憂
。
微
我
無
酒
、
以
敖
以

遊
。汎へ

ん

た
る
彼か

の
柏は
く

舟し
ゅ
う、亦ま
た

汎へ
ん

と
し
て
其そ

れ
流
る
。
耿こ

う

耿こ
う

と
し
て
寐い

ね
ら
れ
ず
、

如し
か

し
て
隱い

ん

憂ゆ
う

有
り
。
我
に
酒
無
き
に
微あ
ら

ず
、
以
て
敖あ
そ

び
以
て
遊あ
そ

ぶ
。

（
水
に
浮
か
び
漂
う
あ
の
柏
舟
、
ま
た
漂
い
な
が
ら
流
れ
て
い
く
。
憂
え
て

眠
る
こ
と
が
で
き
ず
、
心
に
深
い
痛
み
が
あ
る
。
遊
ん
で
氣
を
紛
ら
わ
す
よ

う
な
酒
が
私
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
。）
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第
六
號

詩
序
に
よ
れ
ば
、
こ
の
詩
は
仁
人
で
あ
っ
て
も
小
人
に
は
ば
ま
れ
て
不
遇
で

あ
っ
た
こ
と
を
嘆
い
た
詩
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
齊
詩
・
魯
詩
・
韓
詩
は
い
ず
れ
も

女
子
の
心
情
を
描
寫
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
て
お
り
、
毛
詩
の
見
解
と
は
異

な
る（

2
）。
一
方
、『
周
馴
』
の
引
用
す
る
『
詩
』
は
三
家
詩
の
解
釋
と
は
異
な
り
、

明
ら
か
に
君
主
た
る
者
に
つ
い
て
描
寫
し
て
お
り
、
こ
れ
は
毛
詩
の
解
釋
と
合
う

よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
簡
文
の
上
下
の
文
を
見
る
と
、
こ
こ
で
『
詩
』
を
引
用

し
て
い
る
意
圖
は
、
君
主
は
酒
を
飮
み
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
た

め
で
あ
る
。
簡
文
で
は
、
人
君
た
る
者
が
酒
を
飮
み
す
ぎ
る
と
大
い
に
荒
れ
、
君

主
が
大
い
に
荒
れ
て
臣
下
が
荒
れ
て
い
な
い
狀
態
に
な
る
と
、
そ
の
國
は
非
難
の

對
象
と
な
る
、
と
述
べ
て
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
元
々
こ
の
詩
は
「
酒
」
と
關

係
が
深
く
、
な
お
か
つ
憂
慮
の
心
情
を
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
斷
章
取
義
」

に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
簡
文
が
引
用
す
る
こ
の
詩

は
、
四
家
詩
の
解
釋
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

第
二
に
、『
詩
經
』
小
雅
・
節
南
山
之
什
・
小
旻
の
「
戰
戰
兢
兢
、
如
臨
深
淵
、

如
履
薄
冰
（
戰
戰
兢
兢
と
し
て
、
深
淵
に
臨
む
が
如
く
、
薄
冰
を
履
む
が
如
し
）」

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
君
主
た
る
も
の
は
、
深
い
淵
に
臨
む
よ
う
に
、
薄
い
氷
を

踏
む
よ
う
に
、
恐
れ
愼
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
傳
世
文
獻
で
し
ば

し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
名
句
で
あ
る
。『
周
馴
』
の
こ
の
箇
所
で
は
、
君
主
は
喜

ん
だ
り
怒
っ
た
り
し
て
い
る
と
き
に
率
先
し
て
發
言
し
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ

る
。「
唯
」
す
な
わ
ち
「
は
い
」
と
肯
定
し
て
言
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
た
だ

ち
に
「
は
い
」
と
言
っ
て
は
ら
な
い
。
ま
た
、「
非
」
す
な
わ
ち
「
い
い
え
」
と

否
定
し
て
言
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
た
だ
ち
に
「
い
い
え
」
と
は
言
っ
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
例
と
し
て
「
戰
戰
兢
兢
、
如
臨
深
淵
、
如
履
薄
冰
」
を
引
用
し
、

慎
み
深
く
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
。

ま
た
、
人
に
君
た
る
者
は
深
淵
に
臨
む
よ
う
に
し
て
、
人
に
臣
た
る
者
は
薄
冰

を
踏
む
よ
う
に
す
る
の
が
、
諺
の
「
爲
君
不
易
、
爲
臣
不
易
」（
君
主
と
な
る
の

は
容
易
で
は
な
く
、臣
下
と
な
る
の
は
容
易
で
は
な
い
）で
あ
る
と
も
述
べ
る
。『
呂

氏
春
秋
』
と
『
淮
南
子
』
の
高
誘
注
で
は
、
こ
の
詩
は
人
々
に
對
し
て
小
人
が
も

た
ら
す
危
害
を
警
告
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
に
つ
い
て

王
先
謙
は
、高
誘
の
解
釋
は
魯
詩
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、ま
た
こ
の
詩
句
は
「
最

古
義
」
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る（

3
）。『
周
馴
』
の
こ
の
箇
所
で
は
、
君
主
は
自
身

の
考
え
の
奥
深
さ
を
悟
ら
せ
ず
、
ま
た
臣
下
は
常
に
警
戒
心
を
持
ち
續
け
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
當
然
、
こ
れ
は
自
分
の
地
位
や
人
々
の
安
全

を
保
ち
、
危
害
を
免
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
毛
詩
で
は
こ
の
詩
の
主
題

は
周
の
幽
王
を
諷
刺
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
高
誘
の
理
解
と
は

異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
點
か
ら
考
え
る
と
、『
周
馴
』
で
引
用
さ
れ
て
い
る

詩
は
明
ら
か
に
毛
詩
の
解
釋
と
は
異
な
り
、
魯
詩
に
近
い
と
言
え
る
。

第
三
に
、「
敬
之
敬
之
、
天
度
定
之
」
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
關
連
す

る
も
の
は
『
詩
經
』
周
頌
・
閔
予
小
子
之
什
・
敬
之
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

敬
之
敬
之
、
天
維
顯
思
。
命
不
易
哉
。
無
曰
高
高
在
上
。
陟
降
厥
士
、
日

監
在
茲
。
維
予
小
子
、
不
聰
敬
止
。
日
就
月
將
、
學
有
緝
熙
于
光
明
。
佛
時

仔
肩
、
示
我
顯
德
行
。

之
を
敬
し
之
を
敬
す
、
天
維こ

れ
顯あ

き

ら
か
な
り
。
命
は
易や
す

か
ら
ず
。
高
高
と

上
に
在
り
と
曰
う
無
か
れ
。
厥
の
士
を
陟
ち
ょ
く

降こ
う

し
、
日ひ
び

監か
ん
がみ
て
茲こ
こ

に
在
り
。
維

れ
予わ

が
小
子
、
聰
敬
す
。
日
就ひ
さ

し
く
月
將な
が

く
、
學
び
て
光
明
に
緝
し
ゅ
う

熙き

す
る
有



北
大
漢
簡
『
周
馴
』
の
思
想
史
的
硏
究

三
八

ら
ん
。
佛お
お

い
な
る
時こ

の
仔し

肩け
ん

、
我
に
顯け
ん

德と
く

行こ
う

を
示
せ
。

（
愼
む
べ
き
、
愼
む
べ
き
。
天
は
天
上
に
あ
っ
て
明
ら
か
だ
。
し
か
し
、
天

の
命
は
保
ち
が
た
い
。
天
は
高
高
と
上
に
あ
る
と
言
う
こ
と
も
な
く
、
我
ら

羣
臣
の
も
と
に
降
臨
し
て
、日
々
こ
こ
で
我
ら
の
こ
と
を
見
つ
め
て
ほ
し
い
。

私
は
年
少
で
あ
り
、
天
の
声
を
聽
い
て
愼
む
。
時
が
た
て
ば
、
私
の
學
問
が

光
明
さ
を
よ
り
増
す
だ
ろ
う
。
重
大
な
私
の
任
務
、
私
に
は
っ
き
り
と
し
た

良
き
行
い
（
惠
み
）
を
示
し
た
ま
え
。）

『
周
馴
』
の
こ
の
箇
所
は
、
第
二
の
部
分
か
ら
引
き
續
い
て
、
肯
定
・
否
定
の

返
答
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、『
詩
經
』
で
「
天
維
顯
思
」
と
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
、『
周
馴
』
で
は
「
天
度
定
之
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
が
該
當
箇

所
な
の
か
ど
う
か
は
確
定
し
が
た
い
も
の
の
、
深
く
愼
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
家
詩
の
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
の
解
釋

は
不
明
で
あ
る
。
鄭
玄
箋
で
は
、「
敬
之
」
の
詩
の
「
命
不
易
哉
」
の
「
易
」
は

動
詞
で
あ
り
、「
變
易
」（
改
變
）
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
。『
周
馴
』
の
引
用
に

は
こ
の
一
句
は
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
說
か
れ
て
い
る
の
は
、
君
主
と
し
て
慎

重
に
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
安
易
に
肯
定
や
否
定
の
判
斷
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
詩
が
確
か
に
「
敬
之
」
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

元
々
こ
の
詩
の
「
易
」
は
形
容
詞
で
あ
り
、「
不
易
」
の
意
味
は
「
易や

す

か
ら
ず
」（
容

易
で
は
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う（

4
）。
王
先
謙
は
、『
左
傳
』
僖
公
二
十
二
年

に
お
い
て
魯
の
臧
文
仲
が
引
用
す
る
「
敬
之
」
の
詩
の
「
易
」
は
「
容
易
」
の
意

味
で
あ
る
と
見
な
し
て
お
り
、『
周
馴
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
詩
』
に
よ
る
と
、

王
先
謙
の
解
釋
は
妥
當
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、魯
詩
は
こ
の
詩
に
つ
い
て
、

羣
臣
が
嗣
王
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
が（

5
）、
こ
れ
は
『
周
馴
』

の
背
景
と
も
合
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
易
」
を
「
容
易
」
の
意
味
と

す
る
の
は
、
魯
詩
の
解
釋
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
2
）「
四
月
」
章

﹇
・
維
歲
四
月
更
旦
之
日
、共
大
子
朝
、周
昭
文
公
自
身
貳
（
敕
）
之
、用
玆
念
也
。

曰
、﹈
昔
吳
攻
郢
、
昭
王
陲
（
垂
）
泣
以
辭
其
民
曰
、「
與
人
之
兄
處
而
殺
其
弟
、

吾
【
54
】
弗
忍
也
。
與
人
之
父
居
而
殄
其
子
、
吾
何
以
國
爲
。
爲
它
人
臣
與
爲
吾

臣
【
55
】、
豈
有
以
異
。
楚
吳
其
何
澤
（
擇
）。
皆
勉
侍
矣
。
吾
將
去
女
（
汝
）、

往
適
遠
方
。」
乃
與
其
【
56
】
奴
宵
出
。
夜
半
、
郢
人
求
君
弗
得
、
師
若
失
親
、

莫
不
濔
泣
。
於
是
乃
挂
幼
【
57
】
扶
老
、抱
負
赤
子
、以
從
昭
王
。
謂
昭
王
曰
、「
以

則
楚
不
如
吳
、以
勇
則
【
58
】
吳
不
如
楚
。
民
請
還
爲
致
勇
之
寇
。」
乃
反
（
返
）、

至
于
干
（

）
王
之
所
、
令
吳
闔
廬
【
59
】
一
夜
未
嘗
不
三
徙
臥
。
闔
廬
無
聊
、

不
俛
楚
得
、
恐
失
其
身
、
乃
復
歸
郢
、【
60
】
若
其
始
也
。
昭
王
有
失
郢
之
行
、

而
無
德
於
民
、
其
乏
祀
必
矣
、
豈
又
（
有
）
尚
【
61
】
得
爲
君
。
此
『
詩
』
所
謂

「
壞
（
懷
）
德
維
寧
」
者
也
。
人
君
其
胡
可
以
毋
務
壞
（
懷
）
德
。
已
【
62
】
敎
、

大
子
用
玆
念
、
斯
乃
受
（
授
）
之
書
、
而
自
身
屬
（
囑
）
之
曰
、
女
（
汝
）
勉
毋

忘
歲
四
月
【
63
】
更
旦
之
馴
（
訓
）。【
64
】

﹇
・
維
の
歲
四
月
更
旦
の
日
、
共
大
子
朝
し
、
周
の
昭
文
公
自
身
ら
之
に
敕

す
る
に
、
玆
を
用
て
念
う
な
り
。
曰
く
、﹈
昔 

吳
は
郢
を
攻
め
、
昭
王 

泣
を
垂

ら
し
て
以
て
其
の
民
に
辭
し
て
曰
く
、「
人
の
兄
と
處
り
て
其
の
弟
を
殺
し
、

吾 

忍
び
ざ
る
な
り
。
人
の
父
と
居
り
て
其
の
子
を
殄た

や
し
、
吾 

何
を
以
て
國

爲
ら
ん
。
它
人
の
臣
が
爲
と
吾
が
臣
が
爲
と
は
、
豈
に
以
て
異
な
る
こ
と
有
ら
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ん
。
楚
吳
其
れ
何
ぞ
擇
ば
ん
。
皆
勉
め
て
侍
す
る
な
り
。
吾 

將
に
汝
を
去
り
、

往
き
て
遠
方
に
適
か
ん
と
す
」
と
。
乃
ち
其
の
奴
と
宵
に
出
づ
。
夜
半
、
郢
人 

君
を
求
む
る
も
得
ら
れ
ず
、
師 

親
を
失
う
が
若
く
、
濔
泣
せ
ざ
る
莫
し
。
是

に
於
て
乃
ち
幼
を
挂
し
老
を
扶
し
、
赤
子
を
抱
負
し
て
、
以
て
昭
王
に
從
う
。

昭
王
に
謂
い
て
曰
く
、「

を
以
て
す
れ
ば
則
ち
楚 

吳
に
如
か
ず
、
勇
を
以
て

す
れ
ば
則
ち
吳 
楚
に
如
か
ず
。
民
請
う
還
り
て
致
勇
の
寇
を
爲
す
を
」
と
。

乃
ち
返
り
、

王
の
所
に
至
り
、
吳
の
闔
廬
を
し
て
一
夜
に
未
だ
嘗
て
三
た
び

徙
臥
せ
ざ
る
な
か
ら
し
む
。
闔
廬 

聊た
よ

る
無
く
、
楚
を
俛ふ

し
て
得
ら
れ
ず
、
其

の
身
を
失
う
を
恐
れ
、
乃
ち
復
た
郢
に
歸
る
は
、
其
の
始
の
若
き
な
り
。
昭
王 

郢
を
失
う
の
行
有
り
て
、
德 

民
に
無
け
れ
ば
、
其
れ
祀
を
乏
す
こ
と
必
な
り
、

豈
に
尚
お
君
と
爲
る
を
得
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
此
れ
『
詩
』
の
所
謂
「
德
を
懷お

も

え
ば
維
れ
寧や

す

き
」
者
な
り
。
人
君 

其
れ
胡
ぞ
以
て
德
を
懷
う
に
務
む
る
こ
と

毋
か
る
べ
け
ん
や
。
已
に
敎
え
、
大
子 

玆
を
用
て
念
い
、
斯す
な
わ乃
ち
之
に
書
を

授
け
、
而
し
て
自
身
ら
之
に
囑
し
て
曰
く
、
汝 

勉
め
て
歲
四
月
更
旦
の
訓
を

忘
れ
る
る
こ
と
毋
か
れ
、
と
。

こ
こ
で
は
、『
詩
經
』
大
雅
・
生
民
之
什
・
板
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

人
維
藩
、
大
師
維
垣
。
大
邦
維
屛
、
大
宗
維
翰
。
懷
德
維
寧
、
宗
子
維

城
。
無
俾
城
壞
、
無
獨
斯
畏
。

か
い

人じ
ん

維こ

れ
藩ま
が
きな
り
、
大た
い

師し

維
れ
垣か
き

な
り
。
大
邦
維
れ
屛へ
い

な
り
、
大
宗
維
れ

翰ま
も

り
な
り
。
德
を
懷お
も

え
ば
維
れ
寧や
す

し
、
宗
子
は
維
れ
城
な
り
。
城
を
し
て
壞

れ
俾し

む
る
こ
と
無
か
れ
、
獨ひ
と

り
と
な
る
こ
と
無
か
れ
斯こ

れ
畏
る
。

（
近
臣
は
國
の
藩ま
が
き、大
師
は
國
の
垣
根
。
諸
侯
は
國
の
屛
。
嫡
子
は
國
の
守
り
。

〔
君
に
〕
德
が
あ
れ
ば
〔
國
は
〕
安
ん
じ
る
。
嫡
子
は
城
。
そ
の
城
を
壞
さ

な
い
よ
う
に
、
孤
立
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
せ
よ
、〔
孤
立
は
〕
恐
ろ
し

い
こ
と
だ
。）

こ
の
箇
所
に
關
連
す
る
の
が
、『
周
馴
』
の
以
下
の
章
で
あ
る
。

・
昔
齊
桓
公
貳
（
敕
）
其
後
嗣
曰
、「
諺
有
言
曰
、『
生
人
曰
飽
、
死
人
曰
孝
。』

餘
豈
能
【
199
】
爲
士
、
而
尚
令
女
（
汝
）
道
。
夫
君
民
者
道
、
則
爲
人
命
。
唯
毋

不
道
、
則
人
爲
之
【
200
】
…
…
」「
…
…
主
者
、
唯
毋
失
臣
、
豈
有
（
又
）
尚
得

復
君
民
。
故
『
詩
』
曰
、『
壞
（
懷
）
德
唯
寧
、
宗
子
唯
城
。』【
201
】
女
（
汝
）

已
爲
城
、而
無
有
壞
（
懷
）
德
、則
城
必
有
隙
。
唯
毋
有
隙
、其
壞
也
必
矣
。『
書
』

【
202
】
曰
、『
木
折
必
節
、
牆
壞
必
隙
。』
國
之
安
危
、
必
在
君
世
。
嗣
之
述
（
遂
）

直
（
置
）、
必
在
季
【
203
】
歲
。
女
（
汝
）
尚
勉
德
以
侍
（
待
）
天
福
、
而
毋
自

使
廢
。」【
204
】

こ
こ
で
も
「
懷
德
維
寧
、
宗
子
維
城
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。『
漢
書
』
諸
侯

王
表
の
序
で
は
こ
の
句
を
引
用
し
て
、「
親
親
賢
賢
、
褒
表
功
德
」
の
意
を
表
し

て
い
る
と
す
る
が
、王
先
謙
は
こ
れ
を
齊
詩
の
解
釋
と
見
な
し
て
い
る
。ま
た
、『
荀

子
』
君
道
篇
・
彊
國
篇
に
い
ず
れ
も
こ
の
詩
句
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、「
愛
民
」

と
「
好
士
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
は
、
魯
詩
の
解
釋
で
あ
る
と
指
摘
し
、
王

先
謙
自
身
は
魯
詩
と
同
じ
よ
う
に
解
釋
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

6
）。『
周
馴
』
の
こ

の
箇
所
で
は
楚
の
昭
王
が
「
吳
師
入
郢
」
後
に
國
を
取
り
戻
し
た
故
事
に
つ
い
て
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述
べ
ら
れ
て
お
り
、
楚
の
昭
王
が
「
民
を
愛
し
た
」
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
で
は
楚
の
昭
王
の
親
戚
や
賢
臣
は
登
場
し
な
い
が
、
こ
の

點
か
ら
考
え
る
と
、『
周
馴
』
が
引
用
す
る
『
詩
』
は
魯
詩
の
解
釋
に
近
い
も
の

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（
3
）「
七
月
」
章

・
維
歲
七
月
更
旦
之
日
、
共
大
子
朝
、
周
昭
文
公
自
身
貳
（
敕
）
之
、
用
玆
念
也
。

【
92
】
曰
、
昔
秦
穆
公
乘
馬
而
車
爲
敗
、
右
服
失
而
野
人
得
之
。
穆
公
自
往
求

【
93
】
…
…
已
環
穆
公
之
車
矣
、
晉
梁
囚
（
由
）
靡
已
扣
穆
公
之
左
驂
矣
、
晉
惠

公
之
右
【
94
】
路
石
奮
杸
擊
穆
公
之
左
袂
、
其
甲
隕
者
已
六
札
矣
。
野
人
嘗
食
馬

肉
【
95
】
於

〈
岐
〉
山
之
陽
者
三
百
于
餘
人
、
畢
爲
穆
公
奮
於
車
下
、
述
（
遂
）

大
剋
（
克
）
晉
、
虜
【
96
】
惠
公
以
歸
。
此
『
書
』
之
所
謂
曰
「
君
君
子
則
正
以

行
德
、
賤
人
則
寛
以
盡
其
【
97
】
力
」
者
也
。
人
君
其
胡
可
以
毋
務
惠
於
庶
人
。

已
學
（
敎
）、
大
子
用
玆
念
、
斯
乃
【
98
】
受
（
授
）
之
書
、
而
自
身
屬
（
囑
）

之
曰
、
女
（
汝
）
勉
毋
忘
歲
七
月
更
旦
之
馴
（
訓
）。【
99
】

・
維
の
歲
七
月
更
旦
の
日
、
共
大
子 

朝
し
、
周
の
昭
文
公
自み
ず
か身
ら
之
に

敕
す
る
に
、
玆
を
用
て
念お

も

う
な
り
。
曰
く
、
昔 

秦
の
穆
公 

馬
に
乘
り
て
車

爲た
め

に
敗や
ぶ

れ
、
右
服
失
し
て
野
人 

之
を
得
。
穆
公
自
ら
往
き
て
…
…
求
む
る

に
…
…
已
に
穆
公
の
車
を
環め

ぐ

り
、晉
の
梁
り
ょ
う

由ゆ
う

靡び

は
已
に
穆
公
の
左
驂
を
扣と
ら

え
、

晉
の
惠
公
の
右
の
路
石
は
杸
を
奮
い
て
穆
公
の
左
袂
を
擊
ち
、
其
の
甲 

隕お

つ
る
者こ
と

已
に
六
札
な
り
。
野
人 

嘗
て
馬
肉
を
岐
山
の
陽
に
食
ら
う
者 

三
百

于
餘
人
、
畢
こ
と
ご
とく
穆
公
の
爲
に
車
下
に
奮
い
、
遂
に
大
い
に
晉
に
克
ち
、
惠
公

を
虜
し
て
以
て
歸
る
。
此
れ
『
書
』
の
所
謂
「
君
子
に
君
た
れ
ば
則
ち
正
に

し
て
以
て
德
を
行
い
、
賤
人
﹇
に
君
た
れ
ば
﹈
則
ち
寛
に
し
て
以
て
其
の
力

を
盡
く
す
」
と
曰
う
者
な
り
。
人
君 

其
れ
胡な
ん

ぞ
以
て
庶
人
に
惠
す
る
を
務

む
る
こ
と
毋
か
る
べ
け
ん
や
。
已
に
敎
え
、
大
子 

玆
を
用
て
念
い
、
斯す
な
わ乃

ち
之
に
書
を
授
け
、
而
し
て
自
身
ら
之
に
囑
し
て
曰
く
、
汝 

勉
め
て
歲
七

月
更
旦
の
訓
を
忘
れ
る
こ
と
毋
か
れ
、
と
。

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
關
連
す
る
傳
世
文
獻
と
し
て
、『
呂
氏
春
秋
』

仲
秋
紀
・
愛
士
、『
韓
詩
外
傳
』
第
十
卷
、『
淮
南
子
』
氾
論
訓
、『
史
記
』
秦
本
紀
、

『
說
苑
』
復
恩
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
中
で
も
特
に
關
連
が
深
い
の
は
、『
呂
氏
春

秋
』
仲
秋
紀
・
愛
士
で
あ
る
。

昔
者
、
秦
繆
公
乘
馬
而
車
爲
敗
、
右
服
失
而
野
人
取
之
。
繆
公
自
往
求
之
、

見
野
人
方
將
食
之
於
岐
山
之
陽
。
繆
公
歎
曰
、「
食
駿
馬
之
肉
而
不
還
飮
酒
、

余
恐
其
傷
女
。」
於
是
徧
飮
而
去
。
處
一
年
、
爲
韓
原
之
戰
、
晉
人
已
環
繆

公
之
車
矣
、
晉
梁
由
靡
已
扣
繆
公
之
左
驂
矣
、
晉
惠
公
之
右
路
石
奮
杸
而
擊

繆
公
之
甲
、
中
之
者
已
六
札
矣
。
野
人
之
嘗
食
馬
肉
於
岐
山
之
陽
者
三
百
有

餘
人
、
畢
力
爲
繆
公
疾
鬭
於
車
下
、
遂
大
克
晉
、
反
獲
惠
公
以
歸
。
此
『
詩
』

之
所
謂
曰
「
君
君
子
則
正
、
以
行
其
德
。
君
賤
人
則
寛
、
以
盡
其
力
」
者
也
。

人
主
其
胡
可
以
無
務
行
德
愛
人
乎
。
行
德
愛
人
則
民
親
其
上
、
民
親
其
上
則

皆
樂
爲
其
君
死
矣
。

昔む
か
し者
、
秦
の
繆ぼ
く

公こ
う 

馬
に
乘
り
て
車
爲た
め

に
敗
れ
、
右
服
失
し
て
野
人
之
を

取
れ
り
。
繆
公
自
ら
往ゆ

き
て
之
を
求
む
る
に
、
野
人 

方ま

さ將
に
之
を
岐
山
の

陽み
な
みに
食く

ら
わ
ん
と
す
る
を
見
る
。
繆
公 

歎
じ
て
曰
く
、「
駿
馬
の
肉
を
食
ら
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い
て
還す
み

か
に
酒
を
飮
ま
ず
ん
ば
、
余 

其
の
女な
ん
じを
傷そ
こ
なわ
ん
こ
と
を
恐
る
」
と
。

是
に
於
い
て
徧あ
ま
ねく
飮
ま
し
め
て
去
る
。
處お

る
こ
と
一
年
、韓
原
の
戰
を
爲
し
、

晉
人
已
に
繆
公
の
車
を
環め
ぐ

り
、
晉
の
梁
り
ょ
う

由ゆ
う

靡び 

已
に
繆
公
の
左
驂
を
扣と
ら

え
、

晉
の
惠
公
の
右
の
路
石
は
杸し
ゅ

を
奮ふ
る

い
て
繆
公
の
甲
を
擊
ち
、
之
に
中あ

つ
る
者こ
と

已
に
六
札
な
り
。
野
人
の
嘗
て
馬
肉
を
岐
山
の
陽
に
食
ら
い
し
者 

三
百
有

余
人
、
力
を
畢つ

く
し
て
繆
公
の
爲
に
疾す
ば
やく
車
下
に
鬭た
た
かい
、
遂
に
大
い
に
晉
に

克か

ち
、
反
っ
て
惠
公
を
獲
り
て
以
て
歸
る
。
此
れ
『
詩
』
の
所
謂
「
君
子
に

君
た
れ
ば
則
ち
正
、以
て
其
の
德
を
行
わ
し
む
。
賤せ

ん

人じ
ん

に
君
た
れ
ば
則
ち
寛
、

以
て
其
の
力
を
盡
く
さ
し
む
」
と
曰い

う
者
な
り
。
人じ
ん

主し
ゅ 

其
れ
胡な
ん

ぞ
以
て
德

を
行
い
人
を
愛
す
る
を
務
む
る
こ
と
無
か
る
べ
け
ん
や
。
德
を
行
い
人
を
愛

す
れ
ば
則
ち
民
其
の
上
に
親
し
み
、
民 
其
の
上
に
親
し
め
ば
則
ち
皆 

其
の

君
の
爲
に
死
す
る
を
樂
し
む
。

秦
の
穆
（
繆
）
公
の
馬
が
逃
げ
、
そ
の
馬
を
追
っ
た
と
こ
ろ
、
野
人
た
ち
が
捕

ら
え
て
食
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
見
た
。
穆
公
は
、
そ
の
馬
を
野
人
に
與
え
た

だ
け
で
な
く
、
酒
も
振
る
舞
っ
た
。
時
が
過
ぎ
、
韓
原
の
戰
で
晉
人
が
穆
公
を
捕

ら
え
よ
う
と
し
た
時
、
馬
肉
を
食
べ
た
野
人
た
ち
三
百
人
が
救
援
に
か
け
つ
け
て

穆
公
の
た
め
に
盡
力
し
、
秦
は
晉
に
大
勝
し
た
。

こ
の
よ
う
な
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、『
周
馴
』
本
文
（
3
）「
七
月
」
章

に
二
重
線
＝
で
示
し
た
よ
う
に
、『
周
馴
』
で
は
『
書
』
の
引
用
と
な
っ
て
い
る

箇
所
が
、『
呂
氏
春
秋
』
で
は
『
詩
』
の
引
用
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
傳
世

の
『
詩
』『
書
』
に
は
見
え
な
い
部
分
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
君
子
た
ち
の
君

で
あ
る
な
ら
ば
、
正
し
い
心
に
よ
っ
て
彼
ら
の
德
を
發
揮
さ
せ
、
賤
人
た
ち
の
君

で
あ
る
な
ら
ば
、
寛
大
な
接
し
方
に
よ
っ
て
彼
ら
な
り
の
力
を
盡
く
さ
せ
る
」
と

述
べ
、
人
の
上
に
立
つ
者
は
德
を
行
い
民
を
愛
す
こ
と
に
務
め
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
。『
呂
氏
春
秋
』
で
は
さ
ら
に
、
人
民
が
上
位
者
に
親
し
め
ば
、
彼
ら
は
皆

そ
の
君
の
た
め
に
命
を
懸
け
る
こ
と
を
樂
し
む
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）「
九
月
」
章

﹇
・
維
歲
九
月
更
旦
之
日
、共
大
子
朝
、周
昭
文
公
自
身
貳
（
敕
）
之
、用
玆
念
也
。

曰
、﹈
…
…
車
、爲
下

、
而
餔
之
。
餓
人
再
咽
而
能
視
矣
。
宣
孟
問
之
曰
、「
爾

何
爲
【
111
】
而
飢
若
此
。」
對
曰
、「
臣
宦
於
降
（
絳
）、歸
而
糧
絕
。
羞
行
氣
（
乞
）

而
曾
（
憎
）
自
取
、故
至
於
【
112
】
若
此
。」
宣
孟
予
之
脯
二

、拜
受
而
弗
敢
食
。

問
其
故
、
曰
、「
臣
有
老
母
、
將
【
113
】
以
遺
之
。」
宣
孟
曰
、「
斯
食
之
、
吾
更

予
女
（
汝
）。」
乃
賜
之
脯
二
束
與
餘
布
百
、
述
（
遂
）【
114
】
去
之
上
。
處
三
年
、

晉
靈
公
欲
殺
宣
孟
、伏
士
於
房
中
以
侍
（
待
）。
發
酒
、宣
孟
【
115
】
智
（
知
）
之
、

中
飮
而
出
。
靈
公
令
房
中
之
士
疾
追
殺
之
。
一
人
追
遽
、
先
及
宣
【
116
】
孟
、
見

宣
孟
之
面
、
曰
、「
欸
、
君
邪
。
請
爲
君
反
死
。」
宣
孟
曰
、「
而
名
爲
誰
。」
反
走
、

【
117
】
且
對
曰
、「
何
以
名
爲
。
臣
夫
委
桑
下
之
餓
人
也
。」
環
（
還
）
鬭
而
死
。

宣
孟
述
（
遂
）
生
。【
118
】
此
『
書
』
之
所
謂
也
「
德
幾
無
小
」
者
也
。
故
壹
德

一
士
、
猶
生
其
身
。
兄
（
況
）
德
萬
【
119
】
人

。
故
『
詩
』
曰
「
赳
赳
武
夫
、

公
侯
之
干
城
」、「
濟
濟
多
士
、
文
王
以
寧
」。
人
君
其
胡
【
120
】
可
以
毋
務
愛
士
。

已
學
（
敎
）、
大
子
用
玆
念
、
斯
乃
受
（
授
）
之
書
、
而
自
身
屬
（
囑
）
之
曰
、

【
121
】
女
（
汝
）
勉
毋
忘
歲
九
月
更
旦
之
馴
（
訓
）。【
122
】

﹇
・
維
の
歲
九
月
更
旦
の
日
、
共
大
子
朝
し
、
周
昭
文
公
自み

ず
か身
ら
之
を
敕

す
る
に
、
玆
を
用
て
念
う
な
り
。
曰
く
、﹈
…
…
車
、
爲
に

を
下
し
、
き
よ
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め
て
之
を
餔ほ

せ
し
む
。
餓
人 

再
咽
し
て
後
に
能
く
視
る
。
宣
孟 

之
に
問
い

て
曰
く
、「
爾
な
ん
じ 

何な
ん

爲す

れ
ぞ
飢
え
た
る
こ
と
是か
く

の
若
く
な
る
」と
。
對こ
た

え
て
曰
く
、

「
臣 
絳
に
宦か
ん

し
、
歸
ら
ん
と
し
て
糧
絕た

ゆ
。
行こ
う

乞き
つ

を
羞は

じ
て
自
ら
取
る
を
憎

む
。
故
に
此か
く

の
若ご
と

く
に
至
れ
り
」
と
。
宣
孟
の
脯ほ

二に

朐く

、
拜
受
す
れ
ど
も
敢

え
て
食
わ
ず
。
其
の
故
を
問
う
に
、
曰
く
、「
臣
に
老
母
有
り
、
將
に
以
て

之
を
遺お

く

ら
ん
と
す
」
と
。
宣
孟
曰
く
、「
斯す
な
わち
之
を
食
ら
え
、
吾 

更
に
汝
に

予あ
た

え
ん
」
と
。
乃
ち
之
に
脯
二
束
と
餘
布
百
と
を
賜た
ま

い
、
遂
に
去
り
て
上
に

之
く
。
處
る
こ
と
三
年
、
晉
の
靈
公 

宣
孟
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。
士
を
房
中

に
伏ふ
く

し
て
以
て
待
つ
。
酒
を
發
し
、
宣
孟 

之
を
知
り
、
中
ち
ゅ
う

飮い
ん

に
し
て
出
づ
。

靈
公 

房
中
の
士
を
し
て
疾と

く
追
い
て
之
を
殺
さ
し
め
ん
と
す
。
一
人
追
う

こ
と
疾と

く
、
先
ず
宣
孟
に
及
び
、
宣
孟
の
面
を
見
て
、
曰
く
、「
欸あ
あ

、
君
な

る
か
。
請
う
君
が
爲
に
反か
え

り
死
せ
ん
」
と
。
宣
孟
曰
く
、「
而な
ん
じの
名
は
誰
と

か
爲
す
」
と
。
反
り
走
り
、
且
つ
對
え
て
曰
く
、「
何
ぞ
名
を
以
て
す
る
こ

と
爲
さ
ん
。
臣
其
れ
桑
下
に
委
ぬ
る
の
餓
人
な
り
」と
。
還か

え

り
鬭た
た
かい
て
死
す
。

宣
孟 

遂
に
生
き
た
り
。
此
れ
『
書
』
の
所
謂
「
幾さ
い
わい
を
德え

て
小
と
す
る
無
き
」

者
な
り
。
故
に
壹 

一
士
に
德う

る
も
、
猶
お
其
の
身
を
生
か
せ
り
。
況
ん
や

萬
人
を
德う

る
を
や
。
故
に
『
詩
』
に
「
赳

き
ゅ
う

赳き
ゅ
うた

る
武ぶ

夫ふ

は
、
公こ

う

侯こ
う

の
干か

ん

城じ
ょ
う」、

「
濟せ

い

濟せ
い

た
る
多
士
、
文
王
以
て
寧や

す

ん
ず
」
と
曰
う
。
人
君 

其
れ
胡な
ん

ぞ
以
て
士

を
愛
す
る
に
務
め
ざ
る
べ
け
ん
や
。
已
に
敎
え
、
大
子 

玆
を
用
て
念
い
、

斯す
な
わ乃
ち
之
に
書
を
授
け
、
而
し
て
自
身
ら
之
に
囑
し
て
曰
く
、
汝 

勉
め
て

歲
七
月
更
旦
の
訓
を
忘
れ
る
こ
と
毋
か
れ
、
と
。

こ
の
箇
所
は
、『
呂
氏
春
秋
』
愼
大
覽
・
報
更
と
關
連
が
深
い
。

昔
、
趙
宣
孟
將
上
之
絳
、
見
骫
桑
之
下
有
餓
人
臥
不
能
起
者
。
宣
孟
止
車
、

爲
之
下
食
、

而
餔
之
。
再
咽
而
後
能
視
。
宣
孟
問
之
曰
、「
女
何
爲
而
餓

若
是
。」
對
曰
、「
臣
宦
於
絳
、歸
而
糧
絕
。
羞
行
乞
而
憎
自
取
。
故
至
於
此
。」

宣
孟
與
脯
二
朐
。
拜
受
而
弗
敢
食
也
。
問
其
故
。
對
曰
、「
臣
有
老
母
、
將

以
遺
之
。」
宣
孟
曰
、「
斯
食
之
、
吾
更
與
女
。」
乃
復
賜
之
脯
二
束
與
錢
百
、

而
遂
去
之
。
處
二
年
、
晉
靈
公
欲
殺
宣
孟
。
伏
士
於
房
中
以
待
之
、
因
發
酒

於
宣
孟
。
宣
孟
知
之
、
中
飮
而
出
。
靈
公
令
房
中
之
士
疾
追
而
殺
之
。
一
人

追
、
先
及
宣
孟
、
面
之
曰
、「

、
君

。
吾
請
爲
君
反
死
。」
宣
孟
曰
、「
而

名
爲
誰
。」
反
走
對
曰
、「
何
以
名
爲
。
臣
骫
桑
下
之
餓
人
也
。」
還
鬭
而
死
。

宣
孟
遂
活
。
此『
書
』之
所
謂「
德
幾
無
小
」者
也
。
宣
孟
德
一
士
猶
活
其
身
。

而
況
德
萬
人
乎
。
故
『
詩
』
曰
、「
赳
赳
武
夫
、
公
侯
干
城
」、「
濟
濟
多
士
、

文
王
以
寧
」。
人
主
胡
可
以
不
務
哀
士
。
士
其
難
知
。
唯
博
之
爲
可
、
博
則

無
所
遁
矣
。

昔
、
趙

ち
ょ
う

宣せ
ん

孟も
う 

將
に
上か
み 

絳こ
う

に
之ゆ

か
ん
と
し
、
骫い

桑そ
う

の
下も
と

に
餓
人
の
臥ふ

し
て

起た

つ
こ
と
能
わ
ざ
る
者
有
る
を
見
る
。
宣
孟 

車
を
止
め
、
之
が
爲
に
食し
ょ
くを

下く
だ

し
、
き
よ

め
て
之
を
餔ほ

せ
し
む
。
再
咽
し
て
後
に
能
く
視
る
。
宣
孟 

之
に

問
い
て
曰
く
、「
女

な
ん
じ 

何な
ん

爲す

れ
ぞ
餓
え
た
る
こ
と
是か
く

の
若ご
と

く
な
る
」
と
。
對こ
た

え

て
曰
く
、「
臣 

絳
に
宦か
ん

し
、
歸
ら
ん
と
し
て
糧
絕た

ゆ
。
行こ
う

乞き
つ

を
羞は

じ
て
自
ら

取
る
を
憎
む
。
故
に
此こ

こ

に
至
れ
り
」
と
。
宣
孟 

脯ほ

二に

朐く

を
與
う
。
拜
受
す

れ
ど
も
敢
え
て
食
わ
ず
。
其
の
故
を
問
う
。
對
え
て
曰
く
、「
臣
に
老
母
有
り
、

將
に
以
て
之
を
遺お

く

ら
ん
と
す
」
と
。
宣
孟
曰
く
、「
斯す
な
わち
之
を
食
ら
え
、
吾 

更
に
女な
ん
じに
與
え
ん
」
と
。
乃
ち
復ま

た
之
に
脯
二
束
と
錢せ
ん

百ひ
ゃ
くと
を
賜た
ま

い
、
而
し

て
遂
に
之
を
去
る
。
處
る
こ
と
二
年
、
晉
の
靈
公 

宣
孟
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。



四
三

漢
字
學
硏
究　

第
六
號

士
を
房
中
に
伏ふ
く

し
て
以
て
之
を
待
ち
、
因
り
て
酒
を
宣
孟
に
發
す
。
宣
孟 

之
を
知
り
、
中
ち
ゅ
う

飮い
ん

に
し
て
出
づ
。
靈
公 

房
中
の
士
を
し
て
疾と

く
追
い
て
之

を
殺
さ
し
め
ん
と
す
。
一
人
追
う
こ
と
疾と

く
、
先
ず
宣
孟
に
及
び
、
之
に
面

し
て
曰
く
、「
あ
あ

、
君
よ

せ
よ
。
吾 

請
う
君
が
爲
に
反か
え

り
死
せ
ん
」
と
。
宣

孟
曰
く
、「
而な
ん
じの
名
は
誰
と
か
爲
す
」
と
。
反
り
走
る
も
の
對
え
て
曰
く
、「
何

ぞ
名
を
以
て
す
る
こ
と
爲
さ
ん
。
臣
は
骫
桑
の
下
の
餓
人
な
り
」
と
。
還か
え

り

鬭た
た
かい
て
死
す
。
宣
孟 
遂
に
活い

き
た
り
。
此
れ
『
書
』
の
所
謂
「
幾さ
い
わい
を
德え

て
小
と
す
る
無
き
」
者
な
り
。
宣
孟 

一
士
に
德う

る
も
猶
お
其
の
身
を
活
か

せ
り
。
而し
か

る
を
況
ん
や
萬
人
に
德
る
を
や
。
故
に
『
詩
』
に
曰
く
、「
赳

き
ゅ
う

赳
き
ゅ
う

た
る
武ぶ

夫ふ

は
、
公
侯
の
干か

ん

城じ
ょ
う」、「

濟
濟
た
る
多
士
、
文
王
以
て
寧や

す

し
」
と
。

人
主 

胡な
ん

ぞ
以
て
士
を
哀
れ
む
に
務
め
ざ
る
べ
け
ん
や
。
士
は
其
れ
知
り
難

し
。
唯
だ
博ひ
ろ

き
を
の
み
之こ

れ
可
と
爲
す
。
博
け
れ
ば
則
ち
遁の
が

る
る
所
無
し
。

趙
宣
孟
（
趙
盾
）
が
倒
れ
て
い
た
餓
人
に
食
糧
を
與
え
た
と
こ
ろ
、
餓
人
は
そ

れ
を
食
べ
な
か
っ
た
。
理
由
を
た
ず
ね
る
と
、
自
分
の
老
母
に
與
え
る
た
め
だ
と

言
う
。
そ
こ
で
宣
孟
は
、
餓
人
に
食
糧
と
金
錢
を
與
え
て
そ
の
場
を
去
っ
た
。
二

年
後
、
晉
の
靈
公
が
宣
孟
を
殺
そ
う
と
し
た
際
、
伏
兵
の
中
に
そ
の
餓
人
が
お
り
、

命
が
け
で
宣
孟
を
助
け
、
逃
が
す
こ
と
に
成
功
し
た
、
と
い
う
內
容
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
で
引
用
さ
れ
て
い
る
『
詩
』
は
、
一
つ
は
、『
詩
經
』
國
風
・
周
南
・

兔と
し
ゃ

で
あ
る
。

肅
肅
兔

、
椓
之
丁
丁
。
赳
赳
武
夫
、
公
侯
干
城
。
肅
肅
兔

、
施
于
中

逵
。
赳
赳
武
夫
、
公
侯
好
仇
。
肅
肅
兔

、
施
于
中
林
。
赳
赳
武
夫
、
公
侯

腹
心
。

粛し
ゅ
く
し
ゅ
く
粛
た
る
兔と
し
ゃ

、
之
を
椓う

つ
こ
と
丁と
う

丁と
う

。
赳

き
ゅ
う

赳き
ゅ
うた

る
武ぶ

夫ふ

は
、
公こ

う

侯こ
う

の

干か
ん

城じ
ょ
う。

粛
粛
た
る
兔

、
中
ち
ゅ
う

逵き

に
施ほ
ど
こ
す
。
赳
赳
た
る
武
夫
は
、
公
侯
の
好こ
う

仇き
ゅ
う。
粛
粛
た
る
兔

、
中
林
に
施
す
。
赳
赳
た
る
武
夫
は
、
公
侯
の
腹
心
。

（
し
っ
か
り
と
張
り
つ
め
た
う
さ
ぎ
網
、
と
ん
と
ん
と
杭
を
打
つ
。
た
く
ま

し
き
男
子
は
、
公
侯
の
護
衞
。
し
っ
か
り
と
張
り
つ
め
た
う
さ
ぎ
網
を
、
高

い
丘
の
上
に
し
か
け
る
。
た
く
ま
し
き
男
子
は
、
公
侯
の
仲
間
。
し
っ
か
り

と
張
り
つ
め
た
う
さ
ぎ
網
を
、
郊
外
の
林
に
し
か
け
る
。
た
く
ま
し
き
男
子

は
、
公
侯
の
腹
心
。）

こ
こ
で
は
、
德
に
よ
る
感
化
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
し
っ
か
り
と
張
り
つ
め
た

う
さ
ぎ
網
を
し
か
け
る
よ
う
な
た
く
ま
し
い
野
人
で
あ
っ
て
も
君
主
の
護
衞
に
な

る
と
さ
れ
る
。『
呂
氏
春
秋
』
愼
大
覽
・
報
更
や
『
說
苑
』
復
恩
の
内
容
は
『
周
馴
』

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、引
用
さ
れ
て
い
る
『
詩
』
も
一
致
す
る
。
ま
た
、そ
の
『
詩
』

の
後
の
「
人
君
胡
可
以
不
務
愛
士
乎
」
と
「
人
主
胡
可
以
不
務
哀
士
」
も
ほ
ぼ
同

內
容
で
あ
る
。
王
先
謙
は
こ
の
詩
を
魯
詩
と
見
な
し
て
い
る（

7
）。

も
う
一
つ
は
、『
詩
經
』
大
雅
・
文
王
之
什
・
文
王
の
「
濟
濟
多
士
、
文
王
以
寧
」

で
あ
り
、
こ
れ
は
周
の
文
王
の
德
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。

世
之
不
顯
、
厥
猶
翼
翼
。
思
皇
多
士
、
生
此
王
國
。
王
國
克
生
、
維
周
之

楨
。
濟
濟
多
士
、
文
王
以
寧
。

世よ
よ

の
之こ
こ

に
不お
お

い
に
顯あ
き

ら
か
に
し
て
、
厥そ

れ
猶も
っ

て
翼よ
く

翼よ
く

た
り
。
思こ

れ
皇お
お

い
な

る
多た

士し

、
此こ

の
王
國
に
生う

ま
る
。
王
國
に
克よ

く
生
ま
る
、
維こ

れ
周
の
楨て
い

。
濟せ

い
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た
る
多
士
、
文
王
以
て
寧や

す

ん
ず
。

（
代
々
輝
け
る
士
は
こ
ん
な
に
も
多
い
の
か
。
偉
大
な
る
多
き
士
は
、
こ
の

國
に
生
ま
れ
た
。
こ
の
國
に
よ
く
ぞ
生
ま
れ
た
、こ
れ
ぞ
周
の
支
え
で
あ
る
。

偉
大
な
る
多
き
士
よ
、
お
か
げ
で
文
王
も
安
心
な
さ
れ
る
。）

こ
の
詩
は
、
實
際
は
、
才
能
あ
る
賢
人
を
任
用
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し

て
い
る
。『
韓
詩
外
傳
』
と
『
新
序
』
雜
事
で
は
、
こ
の
詩
を
何
度
も
引
用
し
て

い
る
。
劉
向
の
意
圖
と
し
て
は
、
當
時
在
位
し
て
い
た
成
帝
を
諫
め
る
た
め
に
こ

の
詩
を
引
用
し
、
文
王
に
な
ら
っ
て
才
能
あ
る
賢
人
を
任
用
す
べ
き
こ
と
を
說
い

た
の
で
あ
ろ
う（

8
）。

（
3
）
と
（
4
）
は
と
も
に
、
德
の
高
い
君
主
の
行
動
に
よ
り
、
以
前
に
君
主

が
助
け
た
者
た
ち
が
、
君
主
の
危
機
を
救
っ
た
と
い
う
內
容
で
あ
り
、
君
主
の
德

に
よ
る
感
化
を
強
調
し
て
い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、（
4
）
の
「
哀
士
」
で

あ
る
。
こ
の
故
事
の
中
で
、
飢
餓
で
瀕
死
の
者
は
趙
宣
孟
と
は
面
識
が
な
い
士
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
趙
宣
孟
の
心
に
哀
れ
み
が
生
じ
た
こ
と
で
救
濟
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
士
の
孝
の
心
も
趙
宣
孟
を
感
動
さ
せ
て
い
る（

9
）。
一
方
、『
韓

詩
外
傳
』
や
『
新
序
』
の
こ
の
詩
と
關
わ
る
故
事
に
は
「
哀
」
の
情
に
つ
い
て
の

記
述
は
な
く
、
簡
文
の
詩
の
引
用
狀
況
は
『
說
苑
』
に
最
も
近
い
。
こ
の
故
事
は

『
呂
氏
春
秋
』
報
更
に
收
め
ら
れ
て
お
り
、
報
更
と
『
說
苑
』
復
恩
の
主
題
は
一

致
し
て
い
る
。
報
更
に
引
用
さ
れ
て
い
る
詩
に
つ
い
て
、
高
誘
の
注
に
、
文
王
は

多
く
の
士
と
と
も
に
周
王
朝
を
建
て
、
趙
宣
孟
は
餓
人
に
よ
っ
て
危
機
を
免
れ
た

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
君
主
が
士
を
愛
し
、
そ
の
た
め
に
士
は
君
主
の

危
機
を
救
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
高
誘
は
魯
詩
を
學
ん
だ
學
者
で
あ
る
と

さ
れ
、
高
誘
に
よ
る
『
呂
氏
春
秋
』
の
こ
の
故
事
と
そ
の
詩
の
見
解
は
、
劉
向
と

も
一
致
す
る（
10
）。
し
た
が
っ
て
、『
周
馴
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
詩
も
、
魯
詩
の
見

解
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
周
馴
』
が
引
用
す
る
『
詩
』
に
は
具
體
的
な
故
事
の
對
應

が
あ
る
。
こ
れ
は
戰
國
時
代
後
期
か
ら
漢
代
の
儒
家
が
『
詩
經
』
を
引
用
し
て
說

く
際
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
方
式
と
共
通
す
る
。
た
と
え
ば
、劉
向
の
『
列
女
傳
』

『
新
序
』『
說
苑
』
な
ど
は
、
各
章
が
「『
詩
』
曰
（
云
）「
〜
〜
〜
」、
此
之
謂
也
」

な
ど
で
締
め
括
ら
れ
、
敎
訓
的
な
故
事
集
の
體
裁
を
と
る（
11
）。
時
代
が
近
い
テ
キ

ス
ト
は
『
韓
詩
外
傳
』
で
あ
り
、
時
代
が
早
い
も
の
は
戰
國
秦
漢
時
代
の
諸
子
の

著
作
で
あ
る（
12
）。
こ
れ
ら
は
『
周
馴
』
の
構
成
と
類
似
し
て
お
り
、
當
時
こ
の
よ

う
な
形
式
が
比
較
的
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

小
結

以
上
、
本
論
で
は
、
北
大
漢
簡
『
周
馴
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
詩
』
を
中
心

に
檢
討
し
て
き
た
。『
周
馴
』
が
引
用
す
る
『
詩
』
は
、
傳
世
本
の
毛
詩
と
ほ
と

ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
整
理
者
は
『
周
馴
』
が
引
用
す
る
『
詩
』
は
戰
國
時
代
以
前

に
す
で
に
定
型
と
な
っ
て
い
た
『
詩
經
』
で
あ
る
と
見
な
し
て
お
り
、
こ
の
見
解

に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
儒
家
の
文
獻
と
比
べ
る
と
、
黃

老
文
獻
で
は
こ
の
よ
う
な
形
で
『
詩
』
を
引
用
す
る
こ
と
は
な
く
、『
周
馴
』
を

黃
老
文
獻
と
見
な
す
こ
と
に
は
疑
問
が
殘
る
。

ま
た
、『
周
馴
』
が
引
用
す
る
『
詩
』
の
多
く
は
具
體
的
な
故
事
と
の
對
應
が

あ
る
。
こ
れ
は
戰
國
時
代
か
ら
漢
代
初
期
に
か
け
て
の
儒
家
が
『
詩
』
を
引
用
す

る
際
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
方
式
で
あ
り
、
黃
老
學
派
の
習
慣
で
は
な
い
と
考
え
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ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
劉
向
の
『
列
女
傳
』『
說
苑
』『
新
序
』
の
各
章
の
最
後
に

は
い
ず
れ
も
「『
詩
』
曰
（
云
）
〜
〜
〜
、
此
之
謂
也
」
等
の
記
載
が
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
敎
訓
的
故
事
集
の
體
裁
は
、『
周
馴
』
と
も
共
通
す
る
。

『
周
馴
』
に
お
け
る
『
詩
』
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
は
、
國
を
治
め
る
君
と
し

て
の
在
り
方
、
德
の
高
い
理
想
の
君
主
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
儒
家
の
思

想
に
近
い
と
言
え
る
。
四
家
詩
の
問
題
は
複
雜
で
あ
る
が
、『
周
馴
』
が
引
用
す

る
『
詩
』
の
解
釋
に
つ
い
て
言
え
ば
、
魯
詩
に
比
較
的
近
く
、
毛
詩
と
の
關
係
は

そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
論
で
は
、『
周
馴
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
詩
』
と
そ
の
關
連
す
る
故
事
と

つ
い
て
の
考
察
に
と
ど
ま
っ
た
。『
周
馴
』
に
は
他
に
も
傳
世
文
獻
の
引
用
が
多

數
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
總
合
的
に
檢
討
し
、『
周
馴
』
の
文
獻
的

性
格
や
成
立
年
代
等
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
別
稿
に
お
い
て
改
め
て
考
察
し
た
い
。

【
附
記
】

本
稿
は
、
學
會
發
表
「
北
大
漢
簡
『
周
馴
』
引
『
詩
』
考
」（
東
ア
ジ
ア
文
化

交
涉
學
會
第
九
回
國
際
學
術
大
會
、
於
北
京
外
國
語
大
學
、
二
〇
一
七
年
五
月
）

お
よ
び
「
北
大
漢
簡
《
周
馴
》
所
引
《
詩
》
的
思
想
史
硏
究
」（
中
國
簡
帛
學
國

際
論
壇
二
〇
一
七
「
新
出
土
戰
國
秦
漢
簡
牘
硏
究
」、
於
武
漢
大
學
、
二
〇
一
七

年
一
〇
月
）
を
經
た
後
、第
六
〇
回
漢
字
學
硏
究
會
（
二
〇
一
八
年
一
月
二
〇
日
）

に
お
い
て
發
表
し
、
そ
れ
に
修
訂
を
加
え
て
定
稿
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
漢
字
學

硏
究
會
の
先
生
方
に
は
『
周
馴
』
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
貴
重
な

ご
意
見
を
頂
戴
し
た
が
、
そ
の
檢
討
に
は
時
間
を
要
す
る
と
判
斷
し
た
た
め
、
本

稿
で
は
『
詩
』
の
み
の
考
察
と
し
、
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
關
係

者
各
位
に
對
し
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

本
硏
究
は
、
日
本
學
術
振
興
會
科
學
硏
究
費
補
助
金
（JSPS

課
題
番
号

16K
16701

）
の
硏
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（1
）
程
少
軒
氏
は
、
北
大
漢
簡
『
周
馴
』
の
體
例
と
思
想
の
主
旨
が
道
家
文
獻
と
は
大

き
く
異
な
る
こ
と
に
よ
り
、『
周
馴
』
は
『
漢
書
』
藝
文
志
・
道
家
類
の
『
周
訓
』
で

は
な
く
、同
名
の
別
の
書
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
（
程
少
軒
「
談
談
北
大
漢
簡
《
周

馴
》
的
幾
個
問
題
」、
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
硏
究
中
心
編
『
出
土
文
獻
與
古

文
字
硏
究
』
第
五
輯
、
二
〇
一
三
年
九
月
）。
先
行
硏
究
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、『
北
京

大
學
藏
西
漢
竹
書
（

）』
所
収
の
韓
巍
氏
の
論
文
「
西
漢
竹
書
《
周
馴
》
若
干
問
題

的
探
討
」
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
村
田
進
氏
は
『
周
馴
』
と
『
文
子
』
の

關
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
村
田
進
「
北
京
大
學
藏
漢
簡
『
周
馴
』
に
つ
い
て
」、
中

國
藝
文
硏
究
會
編
『
學
林
』
第
六
二
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。

（
2
）
王
先
謙
『
詩
三
家
義
集
疏
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
）、
一
二
六
〜
一
二
九
頁
。

（
3
）
王
先
謙
『
詩
三
家
義
集
疏
』、
六
九
一
頁
。

（
4
）
王
先
謙
『
詩
三
家
義
集
疏
』、
一
〇
四
一
頁
。

（
5
）
王
先
謙
『
詩
三
家
義
集
疏
』、
一
〇
四
〇
頁
。

（
6
）
王
先
謙
『
詩
三
家
義
集
疏
』、
九
二
〇
頁
。

（
7
）
王
先
謙
『
詩
三
家
義
集
疏
』、
四
五
頁
。

（
8
）
石
光
瑛
『
新
序
校
釋
（
中
）』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
、
四
七
六
頁
。

（
9
）
こ
の
話
が
見
え
る
最
も
古
い
文
獻
は
『
左
傳
』
宣
公
二
年
で
あ
り
、『
說
苑
』
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く『
呂
氏
春
秋
』か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
許
維
『
呂

氏
春
秋
集
釋
（
下
）』（
中
國
書
店
、
一
九
八
五
年
）
一
六
四
頁
、
向
宗
魯
『
說
苑
校
證
』

（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
）
一
二
八
頁
な
ど
參
照
。

（
10
）
な
お
、下
見
隆
雄
『
劉
向
『
列
女
傳
』
の
研
究
』（
東
海
大
學
出
版
會
、一
九
八
九
年
）

所
収
、
序
論
篇
第
三
章
「『
列
女
傳
』
と
三
家
詩
の
關
係
に
つ
い
て

―
『
列
女
傳
』

魯
詩
說
へ
の
疑
義
」
で
は
、『
列
女
傳
』
に
お
い
て
劉
向
が
引
用
す
る
『
詩
』
は
魯
詩

で
あ
る
と
い
う
說
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
、「
こ
れ
が
魯
詩
說
と
い
う
よ
う
な
固
定
的

な
傳
統
學
說
に
し
ば
ら
れ
る
の
で
な
く
、
作
者
の
基
本
的
姿
勢
で
あ
る
創
作
的
態
度
の

觀
點
か
ら
、
そ
の
傳
に
必
要
な
ふ
さ
わ
し
い
解
釋
が
各
々
選
ば
れ
創
ら
れ
て
い
る
も
の

と
し
て
、
す
べ
て
改
め
て
見
な
お
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
一
一
一
頁
）
と
述
べ
て
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い
る
。

（
11
）『
新
序
』
や
『
說
苑
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
詩
』
お
よ
び
そ
の
故
事
に
つ
い
て
は
、

向
宗
魯
『
說
苑
校
證
』
と
石
光
瑛
『
新
序
校
釋
』
に
お
い
て
す
で
に
說
明
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
後
者
は
、
引
用
さ
れ
た
『
詩
』
と
四
家
詩
の
關
係
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し

て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
逐
一
挙
げ
な
い
。

（
12
）
た
と
え
ば
、
王
啓
敏
氏
に
よ
る
と
、『
說
苑
』
や
『
新
序
』
に
引
用
さ
れ
た
詩
に
つ

い
て
、
劉
向
は
、
大
部
分
が
す
で
に
原
型
を
と
ど
め
て
い
な
い
と
見
な
し
て
い
る
。
そ

し
て
王
氏
は
、
劉
向
の
編
纂
方
法
は
、『
韓
非
子
』
儲
說
・
說
林
の
形
式
を
發
展
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
王
啓
敏
『
劉
向
新
序
說
苑
硏
究
』（
安
徽
大
學
出
版
社
、

二
〇
一
一
年
）、
一
九
三
頁
參
照
。

（
大
阪
大
學
大
學
院
文
學
研
究
科
助
敎
）


